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　本県は、早くから工業県として発展して
きた結果、昭和３０年代後半からの高度経済
成長の過程で、生活水準は著しく向上した
ものの、大気汚染や水質汚濁などの産業公
害により生活環境が悪化するとともに各種
開発による自然環境の改変が進みました。
　昭和４０年代には環境保全のための各種法
体系の整備が進められ、本県においても公
害防止条例の制定をはじめ、独自の大気環
境計画の策定等といった公害防止対策を講
じるとともに、県立自然公園条例や自然環
境保全条例の制定などの自然保護施策を展
開しました。その結果、環境は全般的に改
善され、今日の清らかな水、さわやかな空
気、変化に富んだ美しく豊かな自然、恵み
豊かな日本海などのすぐれた環境は県民の
誇りとなっています。
　しかしながら、近年、廃棄物や自然の改
変、大気・水・土壌の汚染などの身近な問
題から、地球温暖化や生物多様性の損失を
はじめとする地球的規模の問題に至るまで、
様々な環境問題への対応が求められていま
す。
　本県では、このような状況に対処するた
め、平成７年１２月に、「環境の恵沢の享受と
継承」、「持続的発展が可能な社会の構築及
び環境保全上の支障の未然防止」並びに「地
球環境保全の推進」を基本理念とする環境
基本条例を制定し、１０年３月には、この条
例に基づき、快適で恵み豊かな環境の保全
と創造に関する施策の基本的な考え方、長
期的な目標、必要な推進事項を盛り込んだ
環境基本計画を策定し、各種の環境保全施
策を実施してきました。
　平成２４年３月には、環境を取り巻く状況
の変化や新たな課題等に対応するとともに、
本県の特長を踏まえながら、環日本海地域
の「環境・エネルギー先端県」づくりに向

けた環境基本計画の改定を行い、次の区分
に従って、環境の保全及び創造に向けて各
種の施策を実施しています。

〈分野ごとの施策の推進〉
　Ⅰ．循環型社会と低炭素社会づくりの推

進
　Ⅱ．自然環境の保全
　Ⅲ．生活環境の保全
　Ⅳ．水資源の保全と活用

〈分野横断的な施策の推進〉
　Ⅴ．県民・事業者・NPO・行政等が連携

して取り組むネットワークづくり
　Ⅵ．持続可能な社会構築に向けた人づく

り
　Ⅶ．環境と経済の好循環の創出
　Ⅷ．国際環境協力の推進

　２５年度において、環境の保全及び創造に
関して講じた分野ごとの主な施策は以下の
とおりです。

Ⅰ．循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　１　廃棄物の排出抑制、循環的利用等の
推進

　　　環境とやま県民会議を中心として、
ごみゼロ推進大運動を展開するととも
に、事業系生ごみの広域リサイクルの
実現に向けた実証試験や富山型使用済
小型家電等リサイクルの推進、産業廃
棄物排出抑制・減量化マニュアル〔汚
泥編〕の策定等を行いました。

　２　温室効果ガス排出量の削減
　　　とやま温暖化ストップ計画改定の検
討や、家庭や中小企業における省エネ
の取組みの支援を行うとともに、再生
可能エネルギーの導入促進として、農
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業用水を利用した小水力発電所や神通
川浄水場太陽光発電所の建設、住宅用
太陽光発電システム導入への補助等を
行いました。また、新県庁エコプラン
＜第３期計画＞に基づく取組みを実施
しました。

　３　環境教育の推進と環境保全活動の拡
大

　　　幼児から高校生までの世代に応じた
環境教育プログラムを実施するなど、
環境教育推進方針を推進しました。ま
た、レジ袋無料配布廃止や資源回収、
低炭素化等の取組みを行う「とやまエ
コ・ストア制度」の創設、エコライフ・
アクト大会や県内１０市でのエコライ
フ・イベントの開催など、エコライフ
の実践の場や機会の提供に取り組みま
した。

　４　技術開発と調査研究の推進
　　　地球温暖化や富山湾の健全性など、
各試験研究機関において、環境保全に
関する調査研究を推進しました。また、
環境・エネルギー分野における先導的
な研究開発プロジェクトの検討など、
グリーンイノベーションの加速化を促
進しました。

Ⅱ．自然環境の保全
　１　自然保護思想の普及・啓発
　　　自然保護講座（ジュニアナチュラリ
スト養成コース）を開催するとともに、
「第１１回世界自然・野生生物映像祭」
の開催を支援しました。また、豊かな
海づくりの機運醸成のため「豊かな海
づくりフォーラム」を開催しました。

　２　自然とのふれあい創出
　　　国立公園等において登山道の整備を
実施するとともに、ラムサール条約登
録湿地の弥陀ヶ原において歩道の整備
を実施しました。また、「水と緑の森づ
くり税」による県民全体で支える森づ
くりを推進しました。さらに、県民参
加による植樹等の緑化運動の展開や景
観条例に基づく大規模な開発行為の届
出制度等の景観づくりを推進しました。

　３　自然環境保全活動の推進
　　　自然環境指針に基づき開発事業等に
ついて必要な指導を実施するとともに、
立山のバス利用の適正化に関する調査
検討を実施しました。また、小学校で
のアマモ苗の育成活動を支援するなど、
海の森づくり事業を推進しました。

　４　生物多様性の確保
　　　「生物多様性地域セミナー」を開催
するとともに、「生物多様性保全推進プ
ラン」を策定しました。また、貴重な
野生生物の生息・生育環境の保全を推
進するとともに、立山センターが中心
となって、立山黒部アルペンルート沿
線の外来植物除去活動を実施しました。

　５　人と野生鳥獣との共生
　　　ツキノワグマ保護管理計画、ニホン
ザル保護管理計画及びイノシシ保護管
理計画に基づく事業等を実施するとと
もに、農地に出没するカモシカに発信
器を装着し、奥山へ放獣するモニタリ
ング調査を実施しました。また、有害
鳥獣捕獲の担い手の育成・確保を推進
しました。

Ⅲ．生活環境の保全
　１　環境の状況の把握や環境汚染の未然
防止

　　　大気環境の保全については、微小粒
子状物質の迅速で的確な対応や発生源
対策に向けた調査・研究に取り組むと
ともに、氷見市のUPZ（緊急時防護
措置を準備する区域）圏内の環境放射
線監視体制を強化しました。また、水
環境の保全については、水質環境計画
（クリーンウオーター計画）の改定に
向けた基礎調査を実施するとともに、
水生生物保全環境基準の県東部河川へ
の類型指定を実施しました。さらに、
騒音、振動対策や大規模な開発事業の
実施に当たっての環境影響評価を推進
しました。

　２　環境改善対策の推進
　　　水質汚濁事故対策や農用地土壌汚染
対策、市街地等土壌汚染対策を推進し
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ました。また、事業者による自主的な
化学物質の排出削減を促進するととも
に、富岩運河等のダイオキシン類汚染
等の課題に取り組みました。

　３　県民等による自主的な環境保全活動
の展開

　　　「みんなできれいにせんまいけ大作
戦」や「海岸美化体験ツアー」を実施
するなど、県土美化推進運動を展開し
ました。また、良好な海岸環境を維持
するため、関係機関・団体等との連携
協働による海岸漂着物の回収・処理や
発生抑制を推進しました。さらに、エ
コドライブ実践絵画コンテスト及びエ
コドライブ推進全国フォーラムin 
TOYAMAの開催など県民参加の「エ
コドライブ推進運動」を展開するとと
もに、星空フォーラム及び写真絵画コ
ンテストの開催などスターウォッチン
グを推進しました。このほか、身近な
水辺での水生生物等の調査を継続的に
実施する「とやま川の見守り隊」の募
集及び資機材の提供等による隊員の活
動支援など、水・大気環境保全活動を
促進しました。

　４　環日本海地域における環境保全
　　　海洋環境の保全については、環日本
海地域の自治体等と共同で海辺の漂着
物調査や漂着物の発生抑制に係る普及
啓発に取り組むとともに、北西太平洋
地域海行動計画（NOWPAP）への支
援協力を行いました。また、越境大気
汚染対策については、国や関係機関と
連携して、黄砂及び酸性雨の実態調査
を実施しました。さらに、国際環境協
力については、（公財）環日本海環境協
力センター（NPEC）と連携して、「北
東アジア地域環境体験プログラム」や
中国遼寧省との自動車排出ガス対策に
関する共同調査研究等を実施するとと
もに、NPECやNOWPAPの活動を
アピールし、さらなる国際環境協力に
貢献するため、「環日本海環境協力シン
ポジウム」を開催しました。 

　５　イタイイタイ病の教訓の継承と発信
　　　県立イタイイタイ病資料館において、
貴重な資料の収集・保存、小中学校の
課外授業等の積極的な受入れ、ウェブ
サイト等を活用した国内外への情報発
信等を実施しました。

Ⅳ．水資源の保全と活用
　１　水源の保全と涵養
　　　地下水指針に基づき、揚水設備への
立入検査等を行うとともに、冬期間の
適正揚水量の調査検討を進めました。
また、冬期間の水田を活用した地下水
涵養など、地域が主体となった取組み
を支援しました。さらに、消雪設備の
不必要な散水を防止するため、「地下水
の守り人」によるパトロールを実施す
るとともに、活動報告会を開催するな
ど、活動の充実・拡大を図り、地域に
根ざした地下水保全活動を促進しまし
た。このほか、水源である森林などの
地域における適正な土地利用の確保を
図るため、水源地域保全条例に基づく
手続きを実施しました。

　２　小水力発電など水資源の有効利用と
多面的活用

　　　小水力発電については、小摺戸発電
所（仮称、入善町）の建設を継続する
とともに、土地改良区等が実施する２
か所の整備を支援したほか、適地での
採算性検討等の調査を行いました。ま
た、環境・エネルギー分野における産
学官連携による新商品・新事業の技術
開発を支援しました。

　３　水環境の保全
　　　河川、海岸等の親水機能の整備・保
全を推進するとともに、ウェブサイト
「とやま名水ナビ」を活用し、地域に
根ざした水環境保全活動の先駆的事例
や、水環境保全関連イベント等の情報
を提供しました。

　４　水を活かした文化・産業の発展
　　　「とやま２１世紀水ビジョン」に基づ
き、水に関わる各種施策や健全な水循
環の構築を推進しました。また、「水辺
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のまち夢プラン」に基づき、地域の特
性を活かした水辺のまちづくりを推進
するとともに、「とやまの名水」の保全
に取り組みました。

　２６年度において、「安心とやま」の実現に
向けて、環境の保全及び創造に関して講じ
る分野ごとの主な施策は以下のとおりです。

Ⅰ．循環型社会と低炭素社会づくりの推進
　１　廃棄物の排出抑制、循環的利用等の
推進

　　　環境とやま県民会議を中心として、
ごみゼロ推進大運動を展開するととも
に、とやま廃棄物プランの改定に向け
た産業廃棄物排出・処理の実態調査や
事業系生ごみの広域リサイクルの実現
に向けた実証試験等を行います。

　２　温室効果ガス排出量の削減
　　　とやま温暖化ストップ計画の改定や、
家庭や中小企業における省エネの取組
みの支援を行うとともに、再生可能エ
ネルギーの導入促進として、農業用水
を利用した小水力発電所の建設、富山
新港太陽光発電所（仮称）の建設、未
利用エネルギーの利活用促進に係る検
討及び普及啓発等を行います。また、
新県庁エコプラン〈第３期計画〉に基
づく取組みを実施します。さらに、再
生可能エネルギーの導入促進と省エネ
等エネルギーの効率化の推進など今後
の取組みの指針となる再生可能エネル
ギービジョンを策定します。

　３　環境教育の推進と環境保全活動の拡
大

　　　世代に応じた環境教育プログラムを
実施するなど、環境教育推進方針を推
進します。また、「とやまエコ・ストア
制度」の普及・拡大、地域団体等によ
る清掃活動の推進、エコライフ・アク
ト大会や県内１０市でのエコライフ・イ
ベントの開催など、エコライフの実践
の場や機会の提供に取り組みます。

　４　技術開発と調査研究の推進
　　　地球温暖化や富山湾の健全性など、

各試験研究機関において、環境保全に
関する調査研究を推進します。また、
環境・エネルギー分野における先導的
な研究開発プロジェクトの検討など、
グリーンイノベーションの加速化を促
進します。

Ⅱ．自然環境の保全
　１　自然保護思想の普及・啓発
　　　自然保護講座（ナチュラリスト養成
コース）を開催するとともに、２７年に
開催される「第３５回全国豊かな海づく
り大会」に向け、富山湾の豊かな自然
環境を守り育てることの大切さを広く
県民に周知し、機運を高めるために１
年前プレイベントを開催します。

　２　自然とのふれあい創出
　　　国立公園等での登山道整備やラムサ
ール条約登録湿地の弥陀ヶ原での歩道
整備を実施するとともに、一ノ越公衆
トイレのリフレッシュ整備や欅平パノ
ラマ新周遊ルートの整備を実施します。
また、「水と緑の森づくり税」による県
民全体で支える森づくりを推進します。
さらに、県民参加による植樹等の緑化
運動の展開や景観条例に基づく大規模
な開発行為の届出制度等の景観づくり
を推進します。

　３　自然環境保全活動の推進
　　　自然環境指針に基づき開発事業等に
ついて必要な指導を実施するとともに、
２７年度から実施する立山におけるバス
の排出ガス規制の周知を図ります。ま
た、小学校によるアマモ苗の育成及び
移植活動を支援するなど、海の森づく
り事業を推進します。

　４　生物多様性の確保
　　　貴重な野生生物の生息・生育環境の
保全を推進するとともに、希少な野生
動植物の保護対策を実施します。また、
立山センターが中心となって、立山黒
部アルペンルート沿線の外来植物除去
活動を実施します。

　５　人と野生鳥獣との共生
　　　ツキノワグマ保護管理計画の改定に
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向けた個体数調査や、本県においても
捕獲数が増加傾向にあるニホンジカの
生息状況調査を行うとともに、カモシ
カのモニタリング調査を実施します。
また、有害鳥獣捕獲の担い手の育成・
確保を推進します。

Ⅲ．生活環境の保全
　１　環境の状況の把握や環境汚染の未然
防止

　　　大気環境の保全については、微小粒
子状物質の迅速で的確な対応や発生源
対策に向けた調査・研究に取り組むと
ともに、UPZ圏内の環境放射線監視
体制を強化します。また、水環境の保
全については、クリーンウオーター計
画の改定を検討します。さらに、新幹
線騒音環境対策や大規模な開発事業の
実施に当たっての環境影響評価を推進
します。

　２　環境改善対策の推進
　　　水質汚濁事故対策や農用地土壌汚染
対策、市街地等土壌汚染対策を推進し
ます。また、事業者による自主的な化
学物質の排出削減を促進するとともに、
富岩運河等のダイオキシン類汚染等の
課題に取り組みます。

　３　県民等による自主的な環境保全活動
の展開

　　　「みんなできれいにせんまいけ大作
戦」をはじめとした県土美化推進運動
を展開するとともに、小矢部川流域に
おいて、海岸漂着物フォーラムや海岸
清掃ツアーの開催、刈草の流出防止対
策など行政機関・関係団体が連携した
取組みを推進します。また、「とやまエ
コドライブ講習会＆コンテスト２０１４」
及びエコドライブ１０キャンペーンの実
施など県民参加による「エコドライブ
推進運動」を展開するとともに、星空
観察会及び望遠鏡の使い方等を学ぶ講
習会の開催などスターウォッチングを
推進します。さらに、「とやま川の見守
り隊」の活動の拡大等により地域に根
ざした水環境保全活動を促進するなど、

水・大気環境保全活動を促進します。
　４　環日本海地域における環境保全
　　　海洋環境保全については、環日本海
地域の自治体等と共同で海辺の漂着物
調査や漂着物の発生抑制に係る普及啓
発に取り組むとともに、NOWPAPへ
の支援協力を行います。また、越境大
気汚染対策については、国や関係機関
と連携して、黄砂及び酸性雨の実態調
査を実施します。さらに、国際環境協
力については、NPECと連携して、「北
東アジア地域環境体験プログラム」や
中国遼寧省との自動車排出ガス対策に
関する共同調査研究等を実施するとと
もに、NOWPAP地域調整部（RCU）富
山事務所の開設１０周年記念シンポジウ
ムを開催します。

　５　イタイイタイ病の教訓の継承と発信
　　　県立イタイイタイ病資料館において、
貴重な資料の収集・保存、小中学校の
課外授業等の積極的な受入れ、ウェブ
サイト等を活用した国内外への情報発
信等を実施します。

Ⅳ．水資源の保全と活用
　１　水源の保全と涵養
　　　地下水指針に基づき、揚水設備への
立入検査等を行い地下水の節水や利用
の合理化を呼びかけるとともに、冬期
間の水田を活用した地下水涵養など、
地下水保全施策を総合的かつ計画的に
推進します。また、大規模な住宅団地
や事業所が集中している地域等をモデ
ル地区に選定し、消雪設備の一斉点検
や住民参加によるパトロール等の取組
みを重点的に実施するとともに、「地下
水の守り人」の拡充を図るなど、地域
に根ざした地下水保全活動を促進しま
す。さらに、水源である森林などの地
域における適正な土地利用の確保を図
るため、水源地域保全条例に基づく手
続きを実施します。 



６

　２　小水力発電など水資源の有効利用と
多面的活用

　　　小水力発電については、小摺戸発電
所（仮称、入善町）の運転を開始する
ほか、土地改良区等が実施する１０か所
（うち８か所は新規）の整備を支援し
ます。また、環境・エネルギー分野に
おける産学官連携による新商品・新事
業の技術開発を支援します。

　３　水環境の保全
　　　河川、海岸等の親水機能の整備・保
全を推進するとともに、ウェブサイト
「とやま名水ナビ」を活用し、地域に
根ざした水環境保全活動の先駆的事例
や、水環境保全関連イベント等の情報
を提供します。

　４　水を活かした文化・産業の発展
　　　「とやま２１世紀水ビジョン」に基づ
き、水に関わる各種施策や健全な水循
環の構築を推進します。また、官民協

働で取り組む地域の特性を活かした水
辺のまちづくりを推進するとともに、
「とやまの名水」の保全に取り組みま
す。

　複雑で多様化する環境問題を解決し、快
適で恵み豊かな環境を保全し創造していく
ためには、今後とも、県民一人ひとりが人
間活動と環境との関係について理解を深め
るとともに、県民、事業者、行政が一体と
なって取り組んでいくことが必要です。
　このため、環境基本計画の目標である「水
と緑に恵まれた環境が保全・創造され、人
と自然が共生しながら発展する富山」に向
けて、「環境とやま県民会議」を中心に、各
主体が参加・連携しながら、地域に根ざし
た環境保全活動を展開するなど、各種の環
境保全施策を積極的に推進していきます。

施策体系

１　環境基本条例

　健康で文化的な生活を送るためには、快
適で恵み豊かな環境が不可欠であり、将来
にわたって、県民の貴重な財産であるすば
らしい環境を守り育てていくことが必要で
す。このため、環境基本条例の基本理念を

踏まえ、環境の保全と創造に関する各種施
策を計画的に推進し、県民総参加で「水と
緑に恵まれた環境が保全・創造され、人と
自然が共生しながら発展する富山」を目指
します。

　都市・生活型公害から地球環境問題まで
広範多岐にわたる今日の環境問題に適切に
対応するため、７年１２月に環境基本条例を
制定しました。この条例は、快適で恵み豊
かな環境を保全し、及び創造することを目
標に、「環境の恵沢の享受と継承」、「持続的

発展が可能な社会の構築及び環境保全上の
支障の未然防止」並びに「地球環境保全の
推進」の３つを基本理念として、環境の保
全と創造に向けた行政、事業者、県民の責
務を明示しています。環境基本条例の体系
図は図１‐１のとおりです。
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　図１‐１　環境基本条例の体系図

２　環境基本計画

　環境基本計画は、環境基本条例の基本理
念の実現に向けて、快適で恵み豊かな環境
の保全と創造に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るため、環境基本条例第１１
条の規定により施策の大綱や必要な推進事
項を盛り込んで１０年３月に策定したもので
あり、県における環境の保全と創造に関す
る基本となる計画です。
　１６年３月には、環境を取り巻く状況の変
化や新たな課題等に対応するため改定し、
２４年３月には、本県の特長を踏まえながら、

環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」
づくりに向けて再度改定しました。
　本県の環境行政における環境基本計画の
位置づけは、図１‐２のとおりであり、本
県の総合計画「新・元気とやま創造計画」
（２４年４月策定）において目指すべき将来
像の一つである「安心とやま」の環境面か
らの実現を図るための部門別計画として位
置づけられるものです。また、環境基本計
画の概要は図１‐３のとおりです。



８

　図１‐２　環境基本計画の位置づけ



９

総総
　
論論

　

　

　図１‐３　環境基本計画の概要
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